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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第４期

第２四半期累計期間
第４期

第２四半期会計期間
第３期

会計期間
自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日　

自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日　

事業収益 （千円） 602,086 － 1,186,759

経常損失（△） （千円） △537,931 △552,676 △1,295,839

四半期（当期）純損失（△） （千円） △539,851 △553,636 △1,307,679

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － －

資本金 （千円） － 5,529,850 5,529,850

発行済株式総数 （株） － 9,267,200 23,168

純資産額 （千円） － 3,647,388 4,191,144

総資産額 （千円） － 3,834,238 4,460,773

１株当たり純資産額 （円） － 393.58 180,902.28

１株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）
（円） △58.25 △59.74 △261,094.08

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） － 95.1 94.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △473,305 － △1,470,037

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △5,456 － △465,293

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － － 1,622,003

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） － 2,909,763 3,392,722

従業員数 （人） － 77 79

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないた

め記載しておりません。

２．当社は、第４期第２四半期から四半期報告書を作成しているため、第３期第２四半期累計期間及び第３期第

２四半期会計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

３．事業収益には、消費税等は含まれておりません。

４．当社は、平成23年１月28日付で、株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。

５．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり

四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

 

３【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

平成23年６月30日現在

従業員数（人） 77 ［ 19 ］

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（人材派遣会社からの派遣社員）は、当第２四半期会計期間の平均人

員を［　］外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社は、当第２四半期から四半期報告書を作成しているため、前年第２四半期会計期間との対比は行っておりませ

ん。

　

（1）生産実績

当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績は記載しておりませ

ん。

　

（2）受注状況

当社は研究開発を主体としており、受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

（3）販売実績

当第２四半期会計期間において、販売実績はありません。

　

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、平成23年６月16日に提出した有価証券届出

書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

（1）業績の状況

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災や原子力発電所事故

災害の影響により、それまでの海外諸国における景気の持ち直しや政府の景気刺激策効果による緩やかな回復基

調から一転、足踏み状態となり先行きの不透明感が増す状況となりました。

このような環境の中、当社は、開発化合物の継続的な創出、複数のプロジェクトからなる研究開発ポートフォリ

オの拡充及びそれら開発化合物の導出を目指し、研究開発活動及び営業活動に積極的に取り組んでまいりました。

事業面では、複数の製薬企業等に対して営業（導出）活動を継続して行っており、特定の企業との間では、導出

契約の締結に向けた諸条件の検討及び社内手続きを進めてまいりました。当第２四半期会計期間においては、導出

契約の締結に至った案件はなく、事業収益は発生しておりませんが、当第２四半期会計期間末日後、本書提出日ま

でに、CJ CheilJedang Corporation（韓国）との間で、5-HT4拮抗薬（RQ-00000010）の製品化に向けた導出契約を

締結しております。

研究開発面では、探索段階、開発段階の各プロジェクトともに、概ね計画どおり推移いたしました。米国において

臨床第Ⅰ相試験を実施中のアシッドポンプ拮抗薬（RQ-00000004）については、被験者への投与を終了しており、

最終的な臨床データを得て、報告書の作成を進めております。

以上の結果、当第２四半期会計期間の経営成績は、営業損失584百万円、経常損失552百万円、四半期純損失553百

万円となりました。なお、事業費用の総額は584百万円であり、そのうち研究開発費は396百万円、その他の販売費及

び一般管理費は187百万円となりました。

　　

（2）財政状態の分析

流動資産は、前事業年度末と比べ618百万円減少し、3,226百万円となりました。これは主に、現金及び預金が前事

業年度末と比べ482百万円減少し、また、売掛金が248百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末と比べ７百万円減少し、607百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末と比べ82百万円減少し、186百万円となりました。これは主に、未払金が96百万円減少

し、97百万円となったことによるものであります。なお、借入金や社債等の有利子負債残高はありません。

純資産合計は、前事業年度末と比べ543百万円減少し、3,647百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計

上により利益剰余金が539百万円減少したことによるものであります。

　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前四半期会計期間末に比

べ８百万円減少し、2,909百万円となりました。

当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により増加した資金は、２百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失552百万円を計上した

ものの、事業収益に係る売上債権が、その回収に伴い大幅に減少したことによるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、５百万円となりました。これは主に、有形固定資産３百万円の取得によるもの

であります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増減はありませんでした。

　　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（5）研究開発活動

当第２四半期会計期間における研究開発費は、396百万円であります。また、当第２四半期会計期間における研究

開発活動の状況は、次のとおりであります。

　

（探索段階）

過敏性腸症候群（IBS）を主たる適応症とした5-HT2B拮抗薬及びCB2作動薬のプロジェクト並びに機能性胃腸症

（FD）を主たる適応症としたモチリン受容体作動薬のプロジェクトでは、探索段階から開発段階に進めるための

開発化合物の創出に向けて、絞り込んだ候補化合物の有効性及び安全性の特性評価を概ね終了し、初期毒性評価に

向けた準備を開始しました。

神経因性疼痛を主たる適応症としたT型（Cav3.2）カルシウムチャネル遮断薬のプロジェクトでは、探索段階か

ら開発段階に進めるための開発化合物の創出に向けて、薬理試験を進めました。

また、神経因性疼痛を主たる適応症としたTRPM8遮断薬のプロジェクトでは、絞り込んだ候補化合物の有効性及

び安全性の特性評価を進めました。

さらに、炎症性疼痛及び神経因性疼痛を主たる適応症としたNav1.3ナトリウムチャネル遮断薬のプロジェクト

では、化合物の有効性及び安全性の特性評価を進めました。

なお、特定のイオンチャネルのプロジェクトについては、平成22年12月よりEli Lilly and Company（米国）と、

有効性及び安全性の高い開発化合物の創出を目指し、継続して共同研究を進めております。

　

（開発段階）

① EP4拮抗薬（RQ-00000007）

本開発化合物は、慢性炎症性疼痛、急性痛、炎症、自己免疫疾患、アレルギー及び癌等への適応の可能性があると

考えております。当第２四半期会計期間においては、自社での薬効薬理試験、動物モデルで抗癌作用の評価技術を

持つ研究機関との共同研究等、これらの適応症に係る薬理作用の検証及び薬物動態に関する追加試験を引き続き

実施しました。また、これらの適応症拡大に伴う臨床開発を推進するために長期毒性試験を追加実施しており、そ

の報告書の作成を進めました。

② EP4拮抗薬（RQ-00000008）

本開発化合物は、慢性炎症性疼痛、急性痛、炎症、自己免疫疾患、アレルギー及び癌等への適応の可能性があると

考えております。当第２四半期会計期間においては、自社での薬効薬理試験、動物モデルで抗癌作用の評価技術を

持つ研究機関との共同研究等、これらの適応症に係る薬理作用の検証に関する追加試験を引き続き実施しまし

た。

③ 5-HT4部分作動薬（RQ-00000009）

アルツハイマー病を適応症とした本開発化合物については、認知機能改善効果の評価を継続しており、当第２

四半期会計期間も動物を用いた薬効薬理試験を引き続き実施しました。

④ 5-HT4部分作動薬（RQ-00000010）

胃食道逆流症（GERD）を適応症とした本開発化合物については、臨床第Ⅰ相試験を開始するために必要な毒性

試験を終了しております。当第２四半期会計期間においては、治験薬の製造及び臨床第Ⅰ相試験の準備を進め、外

部委託施設の評価と選定を行いました。また、本開発化合物の薬理作用の特徴について、５月に米シカゴで開催さ

れた「Digestive Disease Week 2011」において研究発表を行いました。

⑤ アシッドポンプ拮抗薬（RQ-00000004）　

本開発化合物では、GERDを適応症として、平成22年８月に臨床第Ⅰ相試験を開始し、同年12月末までに被験者へ

の投与と観察を順調に終了しております。当第２四半期会計期間においては、安全性、薬物動態、バイオマーカー

による薬理作用等の最終的な臨床データを用い、報告書の作成を継続しました。また、本開発化合物の臨床第Ⅰ相

試験で得られたヒトでの安全性や薬効の特徴について、５月に米シカゴで開催された「Digestive Disease Week

2011」において研究発表を行いました。　
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第３【設備の状況】

（1）主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

（2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 37,068,800

計 37,068,800

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）　

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,267,200 13,267,200
大阪証券取引所

JASDAQ市場グロース

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単元

株式数は100株でありま

す。

計 9,267,200 13,267,200 ― ―

（注）１．当社株式は、平成23年７月20日付で大阪証券取引所JASDAQ市場グロースに上場しております。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（2）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

① 第３回新株予約権（平成20年９月５日Ａ種優先株主による種類株主総会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 190（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 76,000（注）２、３　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,275（注）４

新株予約権の行使期間

平成22年10月16日から平成30年７月31日まで。

但し、行使期間の最終日が会社の休業日に当たる場合に

は、その直前の営業日を最終日とする。

なお、普通株式の株式公開（該当普通株式に係る株券がい

ずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始さ

れることをいう。）の日以降においてのみ、行使すること

ができる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　1,275

資本組入額　　　　　　　　　　638

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定はできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

（注）１．株主総会により発行を決議した新株予約権の数は250個であり、平成20年９月26日開催の取締役会において

上記条件の新株予約権195個の付与を決議しております。なお、退職等により権利を喪失した個数を減じて

記載しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。但し、新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は、下記３により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた

数に調整を行うものとしております。

３．新株予約権の１個当たりの目的となる株式の数の調整方法は、以下のとおりであります。

（1）当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額（新

株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額）の調整を行う場合には、新株

予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

　

調整後株式数　＝
調整前株式数　×　１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額

　

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。

（2）上記（1）の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと

する。

（3）調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

上記（2）又は下記（4）による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。

（4）新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事

由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株

予約権の新株予約権者に通知する。
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４．新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

（1）当社は、新株予約権の割当後、下記（2）に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使

価額を調整する。

　

　

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×

　

既発行

株式数

　

＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

発行・処分価額

調整前行使価額

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

　

（2）行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通

株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交

付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての

場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又

は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場

合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式（但し、新株予約権の発行日時点で既に発行されているＢ種優先株式

を除く。）、又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当

該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。

　

　

株式数　＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）　×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

　

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

（3）① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

（4）上記（2）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協

議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。

① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のための行使価額の調整を

必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

EDINET提出書類

ラクオリア創薬株式会社(E25269)

四半期報告書

10/32



（5）上記（1）又は（4）により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価

額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権

原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

５．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（1）１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

（2）当社の発行に係る普通株式の株式公開（当該普通株式に係る株券がいずれかの国内の金融商品取引所に

上場され取引が開始されることをいう。）の日以降においてのみ、新株予約権を行使することができる。

（3）新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、新株予約権を行使す

ることができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合については、この限りではない。

（4）新株予約権の相続はこれを認めない。

（5）新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違反

を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為により当

社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

（6）その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社と

なる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が

株式移転完全子会社である株式移転を行う場合（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）には、

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）

の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号の(A)から(E)までに掲げる株

式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

（2）新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて合理的に決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される１株当た

りの金銭の額に、上記（3）により決定される新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

（5）新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から平成30年７月31日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等

増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等

上記５に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定める。

（8）譲渡による新株予約権の取得の制限

上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
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② 第５回新株予約権（平成21年７月28日Ａ種優先株主による種類株主総会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）　

新株予約権の数（個） 243（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 96,957（注）２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,288（注）４

新株予約権の行使期間

平成23年９月１日から平成31年７月27日まで。

但し、行使期間の最終日が会社の休業日に当たる場合に

は、その直前の営業日を最終日とする。

なお、普通株式の株式公開（該当普通株式に係る株券がい

ずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始さ

れることをいう。）の日の13ヶ月後の日以降においての

み、行使することができる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　1,288

資本組入額　　　　　　　　　　644

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定はできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

（注）１．株主総会により発行を決議した新株予約権の数は273個であり、平成21年８月28日開催の取締役会において

上記条件の新株予約権248個の付与を決議しております。なお、退職等により権利を喪失した個数を減じて

記載しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。但し、新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は、下記３により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた

数に調整を行うものとしております。

３．新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。

（1）当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額（新

株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額）の調整を行う場合には、新株

予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

　

調整後株式数　＝
調整前株式数　×　１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額

　

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。

（2）上記（1）の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと

する。

（3）調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

上記（2）又は下記（4）による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。

（4）新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事

由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株

予約権の新株予約権者に通知する。
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４．新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

（1）当社は、新株予約権の割当後、下記（2）に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使

価額を調整する。

　

　

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×

　

既発行

株式数

　

＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

発行・処分価額

調整前行使価額

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

　

（2）行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通

株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交

付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての

場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又

は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場

合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式（但し、新株予約権の発行日時点で既に発行されているＢ種優先株式

を除く。）、又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当

該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。

　

株式数　＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）　×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

　

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

（3）① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

（4）上記（2）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協

議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。

① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価額の調整を

必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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（5）上記（1）又は（4）により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価

額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権

原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

５．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（1）１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

（2）当社の発行に係る普通株式の株式公開（当該普通株式に係る株券がいずれかの国内の金融商品取引所に

上場され取引が開始されることをいう。）の日の13ヶ月後の日以降においてのみ、新株予約権を行使する

ことができる。

（3）新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、新株予約権を行使す

ることができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合については、この限りではない。

（4）新株予約権の相続はこれを認めない。

（5）新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違反

を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為により当

社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

（6）その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社と

なる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が

株式移転完全子会社である株式移転を行う場合（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）には、

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）

の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号の(A)から(E)までに掲げる株

式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

（2）新株予約権の目的である株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて合理的に決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される１株当た

りの金銭の額に、上記（3）により決定される新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

（5）新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から平成31年７月27日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等

増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等

上記５に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定める。

（8）譲渡による新株予約権の取得の制限

上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
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③ 第７回新株予約権（平成21年７月28日Ａ種優先株主による種類株主総会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）　

新株予約権の数（個） 20（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,980（注）２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,288（注）４

新株予約権の行使期間

平成24年６月12日から平成31年７月27日まで。

但し、行使期間の最終日が会社の休業日に当たる場合に

は、その直前の営業日を最終日とする。

なお、普通株式の株式公開（該当普通株式に係る株券がい

ずれかの国内の金融商品取引所に上場され取引が開始さ

れることをいう。）の日の13ヶ月後の日以降においての

み、行使することができる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　　　　　1,288

資本組入額　　　　　　　　　　644　

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定はできない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６

（注）１．株主総会により発行を決議した新株予約権の数は273個であり、平成22年６月10日開催の取締役会において

上記条件の新株予約権20個の付与を決議しております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。但し、新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は、下記３により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗じた

数に調整を行うものとしております。

３．新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。

（1）当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額（新

株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額）の調整を行う場合には、新株

予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

　

調整後株式数　＝
調整前株式数　×　１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額

　

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。

（2）上記（1）の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的である株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと

する。

（3）調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は

上記（2）又は下記（4）による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。

（4）新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事

由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株

予約権の新株予約権者に通知する。
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４．新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。

（1）当社は、新株予約権の割当後、下記（2）に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使

価額を調整する。

　

　

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×

　

既発行

株式数

　

＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

発行・処分価額

調整前行使価額

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

　

（2）行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

① 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通

株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行

使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交

付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての

場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又

は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で

行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場

合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式（但し、新株予約権の発行日時点で既に発行されているＢ種優先株式

を除く。）、又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換え

に調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤ 上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整後の行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当

該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付する。

　

株式数　＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）　×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

　

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

（3）① 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。

② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。

（4）上記（2）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と協

議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。

① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価額の調整を

必要とするとき。

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
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（5）上記（1）又は（4）により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使価

額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予約権

原簿に記載された各新株予約権者に通知する。

５．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（1）１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

（2）当社の発行に係る普通株式の株式公開（当該普通株式に係る株券がいずれかの国内の金融商品取引所に

上場され取引が開始されることをいう。）の日の13ヶ月後の日以降においてのみ、新株予約権を行使する

ことができる。

（3）新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、新株予約権を行使す

ることができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合については、この限りではない。

（4）新株予約権の相続はこれを認めない。

（5）新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違反

を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為により当

社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

（6）その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社と

なる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が

株式移転完全子会社である株式移転を行う場合（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）には、

組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）

の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号の(A)から(E)までに掲げる株

式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

（2）新株予約権の目的である株式

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて合理的に決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される１株当た

りの金銭の額に、上記（3）により決定される新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得ら

れる金額とする。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

（5）新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日から平成31年７月27日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等

増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等

上記５に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式

移転計画において定める。

（8）譲渡による新株予約権の取得の制限

上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
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（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　　

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日　
―  9,267,200 ― 5,529,850 ― 813,850

（注）１．当社株式は、平成23年７月20日付で大阪証券取引所JASDAQ市場グロースに上場しております。

２．上場に際して、平成23年７月19日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

による増資を行ったことにより、発行済株式総数が4,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ

2,960,000千円増加しております。

　

（6）【大株主の状況】

平成23年６月30日　

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

CIP Ⅴ Japan Limited Partnership

Incorporated

c/o Coller Investment Management Limited,

PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques,

St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL

2,296,00024.78

NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号 1,834,40019.79

ファイザー株式会社 東京都渋谷区代々木三丁目22番７号 1,772,00019.12

NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,100,80011.88

ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有

限責任組合

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 320,000 3.45

長久 厚 愛知県名古屋市瑞穂区 252,000 2.72

JKPE合同会社 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 240,000 2.59

ユーテック一号投資事業有限責任組合 東京都文京区本郷七丁目３番１号 240,000 2.59

コラボ産学官ファンド投資事業有限責任

組合

東京都江戸川区船堀三丁目５番24号 160,000 1.73

ラルク＆ハヤテ事業組合 東京都中央区新川一丁目22番17号 144,000 1.55

計 ― 8,359,20090.20
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（7）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,267,200 92,672

権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であります。

単元株式数　100株

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 9,267,200 ― ―

総株主の議決権 ― 92,672 ―

　

②【自己株式等】

平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

　

２【株価の推移】

当社株式は、平成23年７月20日付で大阪証券取引所JASDAQ市場グロースに上場しておりますので、当第２四半期累

計期間の株価の推移について、該当事項はありません。

　

　

３【役員の状況】

有価証券届出書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当社は、当第２四半期から四半期報告書を作成しているため、前第２四半期会計期間(平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年６月30日まで)については四半

期財務諸表を記載しておりません。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成23年４月１日から平成

23年６月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（1）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,909,763 3,392,722

売掛金 105,000 353,320

原材料及び貯蔵品 47,632 50,836

前渡金 59,535 13,014

前払費用 44,515 17,013

その他 60,110 18,479

流動資産合計 3,226,557 3,845,385

固定資産

有形固定資産 ※
 70,689

※
 70,811

無形固定資産 23,090 26,049

投資その他の資産

投資有価証券 444,015 447,920

その他 69,886 70,607

投資その他の資産合計 513,901 518,527

固定資産合計 607,680 615,387

資産合計 3,834,238 4,460,773

負債の部

流動負債

未払金 97,369 193,551

未払費用 67,336 64,958

未払法人税等 14,551 7,203

その他 7,592 3,916

流動負債合計 186,849 269,629

負債合計 186,849 269,629

純資産の部

株主資本

資本金 5,529,850 5,529,850

資本剰余金 813,850 813,850

利益剰余金 △2,683,606 △2,143,755

株主資本合計 3,660,093 4,199,944

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,705 △8,800

評価・換算差額等合計 △12,705 △8,800

純資産合計 3,647,388 4,191,144

負債純資産合計 3,834,238 4,460,773
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（2）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

事業収益 602,086

事業費用

研究開発費 ※1
 758,515

その他の販売費及び一般管理費 ※2
 413,569

事業費用合計 1,172,085

営業損失（△） △569,998

営業外収益

受取利息 262

補助金収入 43,164

その他 4,291

営業外収益合計 47,718

営業外費用

株式公開費用 5,920

為替差損 1,431

雑損失 ※3
 8,298

営業外費用合計 15,650

経常損失（△） △537,931

税引前四半期純損失（△） △537,931

法人税、住民税及び事業税 1,920

四半期純損失（△） △539,851
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

事業収益 －

事業費用

研究開発費 ※1
 396,772

その他の販売費及び一般管理費 ※2
 187,280

事業費用合計 584,052

営業損失（△） △584,052

営業外収益

受取利息 112

補助金収入 42,891

その他 1,328

営業外収益合計 44,332

営業外費用

株式公開費用 5,920

為替差損 7,035

営業外費用合計 12,955

経常損失（△） △552,676

税引前四半期純損失（△） △552,676

法人税、住民税及び事業税 960

四半期純損失（△） △553,636
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（3）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △537,931

減価償却費 8,869

受取利息 △262

補助金収入 △43,164

為替差損益（△は益） 4,196

株式公開費用 5,920

雑損失 8,298

売上債権の増減額（△は増加） 248,320

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,049

前渡金の増減額（△は増加） △46,521

前払費用の増減額（△は増加） △27,502

未払金の増減額（△は減少） △102,434

未払費用の増減額（△は減少） 2,378

その他 14,871

小計 △461,911

利息及び配当金の受取額 221

補助金の受取額 523

法人税等の支払額 △3,840

その他 △8,298

営業活動によるキャッシュ・フロー △473,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,846

無形固定資産の取得による支出 △1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △482,959

現金及び現金同等物の期首残高 3,392,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,909,763

EDINET提出書類

ラクオリア創薬株式会社(E25269)

四半期報告書

24/32



【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

　　 

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

この変更による損益に与える影響はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成23年６月30日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）　

※　有形固定資産の減価償却累計額 391,195千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額 386,484千円

　　

　

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※１　研究開発費のうち、主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

給与手当 234,555千円

賃借料 139,517千円

研究開発消耗品費 89,264千円

　

※２　その他の販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

給与手当 113,825千円

業務委託費 101,412千円

賃借料 44,058千円

　

※３　雑損失には、株式上場の延期に伴う募集株式発行及び

株式売出しの中止に係る費用8,298千円を計上してお

ります。

　

　

当第２四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

※１　研究開発費のうち、主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

給与手当 118,049千円

賃借料 70,002千円

修繕費 42,619千円

委託研究開発費 37,742千円

研究開発消耗品費 34,439千円

　

※２　その他の販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

給与手当 55,456千円

業務委託費 25,252千円

賃借料 22,106千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年６月30日現在）

現金及び預金勘定 2,909,763千円

現金及び現金同等物 2,909,763千円

　

　

　　 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成23年６月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６月

30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　9,267,200株

　　

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

　

３．新株予約権等に関する事項

内訳 目的となる株式の種類
目的となる株式の数

（株）
当第２四半期

会計期間末残高（千円）

第３回新株予約権

（ストック・オプションとしての新

株予約権）

― ― ―

第５回新株予約権

（ストック・オプションとしての新

株予約権）

― ― ―

第７回新株予約権

（ストック・オプションとしての新

株予約権）

― ― ―

合計 ― ―

（注）１．新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、新株予約権

の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、記載しておりません。

２．株式上場前（平成23年７月20日大阪証券取引所JASDAQ市場グロース上場）であり、付与日における公正な

評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。当第２四半期会計期間末にお

ける本源的価値（付与日における本源的価値）は、いずれも０円であり、当第２四半期会計期間末残高はあ

りません。

３．当第２四半期会計期間末において、第３回新株予約権、第５回新株予約権及び第７回新株予約権は、権利行

使期間の初日が到来しておりません。

　

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

当第２四半期会計期間末（平成23年６月30日）

売掛金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認めら

れます。

（単位：千円）

科目 四半期貸借対照表計上額 時価 差額
 売掛金 105,000 105,000 ─

（注）金融商品の時価の算定方法

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、「医薬品の研究開発」並びにこれらに関連する事業内容となっており、事業区分が単一セグメントのため、

記載を省略しております。

　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21

日）を適用しております。

　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成23年６月30日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）　

１株当たり純資産額 393円58銭　１株当たり純資産額 180,902円28銭　

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期会計期間末
（平成23年６月30日）

前事業年度末
（平成22年12月31日）　

純資産の部の合計額 （千円） 3,647,388 4,191,144

普通株式に係る四半期末（期末）の

純資産額
（千円） 3,647,388 4,191,144

普通株式の発行済株式数 （株） 9,267,200 23,168

普通株式の自己株式数 （株） ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た四半期末（期末）の普通株式の数
（株） 9,267,200 23,168

２．当社は、平成23年１月28日付で１株につき400株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の

開始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度末の１株当たり純資産額は452円26銭であります。
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２．１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △58円25銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、新株予約権が存在するものの、株式上場前（平成23年

７月20日大阪証券取引所JASDAQ市場グロース上場）であ

り、期中平均株価が把握できず、また、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。

（注）１．１株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）　

四半期純損失（△） （千円） △539,851

普通株主に帰属しない金額 （千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（△） （千円） △539,851

期中平均株式数 （株） 9,267,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

　―

２．当社は、平成23年１月28日付で１株につき400株の株式分割を行っております。

　

当第２四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △59円74銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、新株予約権が存在するものの、株式上場前（平成23年

７月20日大阪証券取引所JASDAQ市場グロース上場）であ

り、期中平均株価が把握できず、また、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）　

四半期純損失（△） （千円） △553,636

普通株主に帰属しない金額 （千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（△） （千円） △553,636

期中平均株式数 （株） 9,267,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

　―

　　

EDINET提出書類

ラクオリア創薬株式会社(E25269)

四半期報告書

29/32



（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

新株式の発行

当社は、平成23年７月20日に大阪証券取引所JASDAQ市場グロースに上場いたしました。

当社は、上場に当たり、平成23年６月16日及び同年６月29日開催の取締役会において新株式の発行を決議し、次のとお

り同年７月19日に払込が完了しております。

この結果、同日付で資本金は8,489,850千円、発行済株式総数は13,267,200株となっております。

（1）募集方法

一般募集（ブックビルディング方式による募集）

（2）発行する株式の種類及び数

普通株式　4,000,000株

（3）発行価格

１株につき　1,600円

（4）引受価額

１株につき　1,480円

この価額は、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受

価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

（5）発行価額（会社法上の払込金額）

１株につき　1,317.50円

（6）資本組入額

１株につき　740円

（7）発行価格の総額

6,400,000千円

（8）引受価額の総額

5,920,000千円

（9）発行価額の総額

5,270,000千円

（10）資本組入額の総額

2,960,000千円

（11）払込期日

平成23年７月19日

（12）資金の使途

当社の医薬候補品の研究開発における、評価系の構築、リード化合物探索等からなる探索段階のプロジェクトの

推進、並びに前臨床試験、初期臨床試験等からなる開発段階のプロジェクトの推進を目的として、全額を研究開発資

金に充当する予定であります。

　

　 

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　 　 　

　

　

　 平成23年８月10日

ラ ク オ リ ア 創 薬 株 式 会 社 　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

　 有限責任監査法人 ト ー マ ツ　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 中浜　明光　　㊞

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 佐野　明宏　　㊞

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 西原　浩文　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているラクオリア創薬株

式会社の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第４期事業年度の第２四半期会計期間（平成23年４月１日から平

成23年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ラクオリア創薬株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了す

る第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成23年６月16日及び同年６月29日開催の取締役会において新株式の

発行を決議し、同年７月19日に払込が完了している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。　
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